
 

無 線 設 備 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 案 新 旧 対 照 条 文 

 ○ 無 線 設 備 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 八 号 ）                      （ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改  正  案 現    行 

第 一 条 ～ 第 十 三 条 （ 略 ） 第 一 条 ～ 第 十 三 条 （ 略 ） 

第 十 四 条 空 中 線 電 力 の 許 容 偏 差 は 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 送 信 設 備

の 区 別 に 従 い 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る と お り と す る 。 

第 十 四 条 空 中 線 電 力 の 許 容 偏 差 は 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 送 信 設 備

の 区 別 に 従 い 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る と お り と す る 。 

 

送  信  設  備 

許 容 偏 差   

送  信  設  備 

許 容 偏 差  

上 限 （ パ ー

セ ン ト ） 

下 限 （ パ ー

セ ン ト ） 

上 限 （ パ ー

セ ン ト ） 

下 限 （ パ ー

セ ン ト ） 

一 （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） 一 （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） 

二 短 波 放 送 、 超 短 波 放 送 、 テ レ ビ ジ ョ

ン 放 送 、 マ ル チ メ デ ィ ア 放 送( 移 動 受

信 用 地 上 基 幹 放 送 に 限 る 。) 又 は 超 短

波 多 重 放 送 を 行 う 地 上 基 幹 放 送 局( 短

波 放 送 を 行 う も の に あ つ て は Ａ 三 Ｅ 電

波 を 使 用 す る も の 並 び に 二 の 二 の 項 及

び 六 の 項 （ 一 ） に 掲 げ る も の を 除

く 。 ） の 送 信 設 備 

一 〇 二 〇 二 短 波 放 送 、 超 短 波 放 送 、 テ レ ビ ジ ョ

ン 放 送 、 マ ル チ メ デ ィ ア 放 送( 移 動 受 信

用 地 上 基 幹 放 送 に 限 る 。) 又 は 超 短 波 多

重 放 送 を 行 う 地 上 基 幹 放 送 局( 短 波 放 送

を 行 う も の に あ つ て は Ａ 三 Ｅ 電 波 を 使

用 す る も の 、 テ レ ビ ジ ョ ン 放 送 を 行 う

も の に あ つ て は 二 の 二 の 項 に 掲 げ る も

の を 除 く 。) の 送 信 設 備 

一 〇 二 〇 

二 の 二 四 七 〇 MH
z

を 超 え 七 一 〇 MH
z

以 下 の

周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る テ レ ビ ジ ョ ン

放 送 を 行 う 地 上 基 幹 放 送 局 で あ つ て 、

空 中 線 電 力 が 〇 ・ 五 ワ ッ ト 以 下 の 送 信

設 備( 複 数 波 同 時 増 幅 器 を 使 用 す る も

の に 限 る 。) 

二 〇 二 〇 二 の 二 四 七 〇 MH
z

を 超 え 七 七 〇 MH
z

以 下 の

周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る テ レ ビ ジ ョ ン

放 送 を 行 う 地 上 基 幹 放 送 局 で あ つ て 、

空 中 線 電 力 が 〇 ・ 五 ワ ッ ト 以 下 の 送 信

設 備( 複 数 波 同 時 増 幅 器 を 使 用 す る も の

に 限 る 。) 

二 〇 二 〇 

二 の 三 ～ 五 （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） 二 の 三 ～ 五 （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） 

六 次 に 掲 げ る 送 信 設 備 

( 一) 七 六 MH
z

を 超 え 九 五 MH
z

以 下 の 周 波

数 の 電 波 を 使 用 す る 受 信 障 害 対 策 中

継 放 送 （ 超 短 波 放 送 （ デ ジ タ ル 放 送

を 除 く 。 ） に 係 る も の に 限 る 。 ） を

五 〇 五 〇 六 次 に 掲 げ る 送 信 設 備 
 

五 〇 五 〇 

別
紙
２
 



 

行 う 地 上 基 幹 放 送 局 の 送 信 設 備 で あ

っ て 、 空 中 線 電 力 が 〇 ・ 二 五 ワ ッ ト

以 下 の も の  

 ( 二) 一 七 〇 MH
z

を 超 え 四 七 〇 MH
z

以 下

の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る 無 線 局 の

送 信 設 備( 第 四 十 九 条 の 三 十 に お い

て 無 線 設 備 の 条 件 が 定 め ら れ て い る

無 線 局 の 送 信 設 備 に 限 る 。) 

   ( 一) 一 七 〇 MH
z

を 超 え 四 七 〇 MH
z

以 下

の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る 無 線 局 の

送 信 設 備( 第 四 十 九 条 の 三 十 に お い

て 無 線 設 備 の 条 件 が 定 め ら れ て い る

無 線 局 の 送 信 設 備 に 限 る 。) 

  

( 三)  四 七 〇 MH
z

を 超 え る 周 波 数 の 電

波 を 使 用 す る 無 線 局 の 送 信 設 備( 第

四 十 九 条 の 六 か ら 第 四 十 九 条 の 七 の

三 ま で 、 第 四 十 九 条 の 八 の 二 、 第 四

十 九 条 の 八 の 三 、 第 四 十 九 条 の 十 六

( 四 七 〇 MH
z

を 超 え 七 一 四 MH
z

以 下 の 周

波 数 の 電 波 を 使 用 す る も の に 限

る 。) 、 第 四 十 九 条 の 十 六 の 二( 四 七

〇 MH
z

を 超 え 七 一 四 MH
z

以 下 の 周 波 数 の

電 波 を 使 用 す る も の に 限 る 。) 及 び

第 五 十 四 条 第 四 号 に お い て 無 線 設 備

の 条 件 が 定 め ら れ て い る 無 線 局 並 び

に 一 、 二 一 五 MH
z

を 超 え 二 、 六 九 〇 MH
z

以 下 の 周 波 数 の 角 度 変 調 の 電 波 を 使

用 す る 単 一 通 信 路 の 陸 上 移 動 業 務 の

無 線 局( 第 四 十 九 条 の 十 六( 一 、 二 四

〇 MH
z

を 超 え 一 、 二 六 〇 MH
z

以 下 の 周 波

数 の 電 波 を 使 用 す る も の に 限 る 。)

及 び 第 四 十 九 条 の 十 六 の 二( 一 、 二

四 〇 MH
z

を 超 え 一 、 二 六 〇 MH
z

以 下 の 周

波 数 の 電 波 を 使 用 す る も の に 限

る 。) に お い て 無 線 設 備 の 条 件 が 定

め ら れ て い る も の を 除 く 。) の 送 信

設 備 並 び に こ の 表 の 二 の 項 、 四 の

  （ 二 ） 四 七 〇 MH
z

を 超 え る 周 波 数 の 電

波 を 使 用 す る 無 線 局 の 送 信 設 備( 第 四

十 九 条 の 六 か ら 第 四 十 九 条 の 七 の 三

ま で 、 第 四 十 九 条 の 八 の 二 、 第 四 十

九 条 の 八 の 三 、 第 四 十 九 条 の 十 六( 四

七 〇 MH
z

を 超 え 七 一 四 MH
z

以 下 の 周 波 数

の 電 波 を 使 用 す る も の に 限 る 。) 、 第

四 十 九 条 の 十 六 の 二( 四 七 〇 MH
z

を 超 え

七 一 四 MH
z

以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用

す る も の に 限 る 。) 及 び 第 五 十 四 条 第

四 号 に お い て 無 線 設 備 の 条 件 が 定 め

ら れ て い る 無 線 局 並 び に 一 、 二 一 五

MH
z

を 超 え 二 、 六 九 〇 MH
z

以 下 の 周 波 数

の 角 度 変 調 の 電 波 を 使 用 す る 単 一 通

信 路 の 陸 上 移 動 業 務 の 無 線 局( 第 四 十

九 条 の 十 六( 一 、 二 四 〇 MH
z

を 超 え 一 、

二 六 〇 MH
z

以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用

す る も の に 限 る 。) 及 び 第 四 十 九 条 の

十 六 の 二( 一 、 二 四 〇 MH
z

を 超 え 一 、 二

六 〇 MH
z

以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す

る も の に 限 る 。) に お い て 無 線 設 備 の

条 件 が 定 め ら れ て い る も の を 除 く 。)

の 送 信 設 備 並 び に こ の 表 の 二 の 項 、

四 の 項 、 七 の 項 か ら 九 の 項 ま で 、 十

  



 

項 、 七 の 項 か ら 九 の 項 ま で 、 十 六 の

項 及 び 十 七 の 項 に 掲 げ る も の を 除

く 。) 

六 の 項 及 び 十 七 の 項 に 掲 げ る も の を

除 く 。) 
七 ～ 十 八 （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） 七 ～ 十 八 （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） 

２ テ レ ビ ジ ヨ ン 放 送 を 行 う 地 上 基 幹 放 送 局 の 送 信 設 備 の う ち 、 四 七

〇 MH
z

を 超 え 七 一 〇 MH
z

以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る も の で あ つ て

、 前 項 の 規 定 を 適 用 す る こ と が 困 難 又 は 不 合 理 で あ る た め 総 務 大 臣

が 別 に 告 示 す る も の は 、 同 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 別 に 告 示 す る 技

術 的 条 件 に 適 合 す る も の で な け れ ば な ら な い 。 

２ テ レ ビ ジ ヨ ン 放 送 を 行 う 地 上 基 幹 放 送 局 の 送 信 設 備 の う ち 、 四 七

〇 MH
z

を 超 え 七 七 〇 MH
z

以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る も の で あ つ

て 、 前 項 の 規 定 を 適 用 す る こ と が 困 難 又 は 不 合 理 で あ る た め 総 務 大

臣 が 別 に 告 示 す る も の は 、 同 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 別 に 告 示 す る

技 術 的 条 件 に 適 合 す る も の で な け れ ば な ら な い 。 

３ ～ ４ （ 略 ） ３ ～ ４ （ 略 ） 

第 十 五 条 ～ 第 三 十 六 条 の 二 （ 略 ） 第 十 五 条 ～ 第 三 十 六 条 の 二 （ 略 ） 

( 総 合 周 波 数 特 性) 

第 三 十 六 条 の 三 超 短 波 放 送 を 行 う 地 上 基 幹 放 送 局 の 送 信 装 置 の 総 合

周 波 数 特 性 は 、 そ の 特 性 曲 線 が 、 五 〇 ヘ ル ツ か ら 一 五 、 〇 〇 〇 ヘ ル

ツ ま で の 変 調 周 波 数 に お い て 、 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る 場 合 を 除

き 、 別 図 第 一 号 の 三 に 示 す 時 定 数 五 〇 マ イ ク ロ 秒 の 理 想 的 プ レ エ ン

フ ア シ ス 特 性 の 曲 線 と プ レ エ ン フ ア シ ス 特 性 の 許 容 限 界 の 曲 線 と の

間( こ れ ら の 曲 線 上 を 含 む 。) に あ る も の で な け れ ば な ら な い 。 

２ （ 略 ） 

( 総 合 周 波 数 特 性) 

第 三 十 六 条 の 三 超 短 波 放 送 を 行 う 地 上 基 幹 放 送 局 の 送 信 装 置 の 総 合

周 波 数 特 性 は 、 そ の 特 性 曲 線 が 、 五 〇 ヘ ル ツ か ら 一 五 、 〇 〇 〇 ヘ ル

ツ ま で の 変 調 周 波 数 に お い て 、 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る 場 合 を 除

き 、 別 図 第 二 号 に 示 す 時 定 数 五 〇 マ イ ク ロ 秒 の 理 想 的 プ レ エ ン フ ア

シ ス 特 性 の 曲 線 と プ レ エ ン フ ア シ ス 特 性 の 許 容 限 界 の 曲 線 と の 間

( こ れ ら の 曲 線 上 を 含 む 。) に あ る も の で な け れ ば な ら な い 。 

２ （ 略 ） 

第 三 十 六 条 の 四 ～ 第 三 十 六 条 の 七 （ 略 ） 第 三 十 六 条 の 四 ～ 第 三 十 六 条 の 七 （ 略 ） 

（ 左 右 分 離 度 ） 

第 三 十 六 条 の 八  超 短 波 放 送 を 行 う 地 上 基 幹 放 送 局 の 送 信 装 置 の 左 右

分 離 度 は 、 左 側 信 号 又 は 右 側 信 号 に よ り 主 搬 送 波 に(±) 七 五 kH
z

の 周

波 数 偏 移 を 与 え た 場 合 に お い て 、 そ れ ぞ れ 、 一 〇 〇 ヘ ル ツ か ら 一 〇

、 〇 〇 〇 ヘ ル ツ ま で の 間 の い ず れ の 変 調 周 波 数 に お い て も 三 〇 デ シ

ベ ル 以 上 と な る も の で な け れ ば な ら な い 。 

（ 左 右 分 離 度 ） 

第 三 十 七 条 超 短 波 放 送 を 行 う 地 上 基 幹 放 送 局 の 送 信 装 置 の 左 右 分 離

度 は 、 左 側 信 号 又 は 右 側 信 号 に よ り 主 搬 送 波 に(±) 七 五 kH
z

の 周 波

数 偏 移 を 与 え た 場 合 に お い て 、 そ れ ぞ れ 、 一 〇 〇 ヘ ル ツ か ら 一 〇 、

〇 〇 〇 ヘ ル ツ ま で の 間 の い ず れ の 変 調 周 波 数 に お い て も 三 〇 デ シ ベ

ル 以 上 と な る も の で な け れ ば な ら な い 。 

（ 搬 送 波 の 変 調 波 ス ペ ク ト ル ） 

第 三 十 七 条  受 信 障 害 対 策 中 継 放 送 を 行 う た め の 送 信 装 置 の 搬 送 波 の

変 調 波 ス ペ ク ト ル は 、 別 図 第 二 号 に 示 す 許 容 値 の 範 囲 内 に な け れ ば

な ら な い 。 

 



 

第 三 十 七 条 の 二 ～ 第 六 十 六 条 （ 略 ） 第 三 十 七 条 の 二 ～ 第 六 十 六 条 （ 略 ） 

( 放 送 番 組 中 継 を 行 う 固 定 局 の 無 線 設 備) ( 放 送 番 組 中 継 を 行 う 固 定 局 の 無 線 設 備) 

第 三 十 七 条 の 二 十 七 の 二 十 二 （ 略 ） 第 三 十 七 条 の 二 十 七 の 二 十 二 （ 略 ） 

２ （ 略 ） ２ （ 略 ） 

３ 放 送 番 組 中 継 を 行 う 固 定 局 の う ち デ ジ タ ル 方 式 を 使 用 す る も の

の 無 線 設 備 で あ つ て 、 五 四 MH
z

を 超 え 六 八 MH
z

以 下 、 一 六 二 ・ 〇 五 MH
z

を 超 え 一 六 九 MH
z

以 下 、 六 ・ 七 〇 〇 三 七 五 GH
z

を 超 え 六 ・ 七 一 九 八 七

五 GH
z

以 下 、 六 ・ 八 六 〇 三 七 五 GH
z

を 超 え 六 ・ 八 六 七 八 七 五 GH
z

以 下 、

七 ・ 五 七 一 三 七 五 GH
z

を 超 え 七 ・ 五 八 四 八 七 五 GH
z

以 下 又 は 七 ・ 七 三

一 三 七 五 GH
z

を 超 え 七 ・ 七 四 二 三 七 五 GH
z

以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用

す る も の は 、 次 の 各 号 の 条 件 に 適 合 す る も の で な け れ ば な ら な

い 。 

３ 放 送 番 組 中 継 を 行 う 固 定 局 の う ち デ ジ タ ル 方 式 を 使 用 す る も の

の 無 線 設 備 で あ つ て 、 六 ・ 七 〇 〇 三 七 五 GH
z

を 超 え 六 ・ 七 一 九 八 七

五 GH
z

以 下 、 六 ・ 八 六 〇 三 七 五 GH
z

を 超 え 六 ・ 八 六 七 八 七 五 GH
z

以

下 、 七 ・ 五 七 一 三 七 五 GH
z

を 超 え 七 ・ 五 八 四 八 七 五 GH
z

以 下 又 は 七 ・

七 三 一 三 七 五 GH
z

を 超 え 七 ・ 七 四 二 三 七 五 GH
z

以 下 の 周 波 数 の 電 波 を

使 用 す る も の は 、 次 の 各 号 の 条 件 に 適 合 す る も の で な け れ ば な ら

な い 。 

一 ～ 三 （ 略 ） 一 ～ 三 （ 略 ） 

４ （ 略 ） ４ （ 略 ） 

( 送 信 装 置 の 条 件) ( 送 信 装 置 の 条 件) 

第 五 十 七 条 の 三 Ｆ 一 Ｂ 電 波 、 Ｆ 一 Ｃ 電 波 、 Ｆ 一 Ｄ 電 波 、 Ｆ 一 Ｅ 電

波 、 Ｆ 一 Ｆ 電 波 、 Ｆ 一 Ｎ 電 波 、 Ｆ 一 Ｘ 電 波 、 Ｇ 一 Ｂ 電 波 、 Ｇ 一 Ｃ

電 波 、 Ｇ 一 Ｄ 電 波 、 Ｇ 一 Ｅ 電 波 、 Ｇ 一 Ｆ 電 波 、 Ｇ 一 Ｎ 電 波 又 は Ｇ

一 Ｘ 電 波 五 四 MH
z

を 超 え 九 六 〇 MH
z

以 下 又 は 一 、 二 一 五 MH
z

を 超 え

二 、 六 九 〇 MH
z

以 下 を 使 用 す る 固 定 局 、 陸 上 移 動 業 務 の 無 線 局 及

び 携 帯 移 動 業 務 の 無 線 局 の 無 線 設 備 の 送 信 装 置 は 、 次 の 各 号 に 定

め る 条 件 に 適 合 す る も の で な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 放 送 番 組

中 継 を 行 う 固 定 局 、 携 帯 無 線 通 信 の 中 継 を 行 う 無 線 局 、 符 号 分 割

多 元 接 続 方 式 携 帯 無 線 通 信 を 行 う 無 線 局 及 び 符 号 分 割 多 元 接 続 方

式 携 帯 無 線 通 信 設 備 の 試 験 の た め の 通 信 等 を 行 う 無 線 局 、 時 分

第 五 十 七 条 の 三 Ｆ 一 Ｂ 電 波 、 Ｆ 一 Ｃ 電 波 、 Ｆ 一 Ｄ 電 波 、 Ｆ 一 Ｅ 電

波 、 Ｆ 一 Ｆ 電 波 、 Ｆ 一 Ｎ 電 波 、 Ｆ 一 Ｘ 電 波 、 Ｇ 一 Ｂ 電 波 、 Ｇ 一 Ｃ

電 波 、 Ｇ 一 Ｄ 電 波 、 Ｇ 一 Ｅ 電 波 、 Ｇ 一 Ｆ 電 波 、 Ｇ 一 Ｎ 電 波 又 は Ｇ

一 Ｘ 電 波 五 四 MH
z

を 超 え 九 六 〇 MH
z

以 下 又 は 一 、 二 一 五 MH
z

を 超 え

二 、 六 九 〇 MH
z

以 下 を 使 用 す る 固 定 局 、 陸 上 移 動 業 務 の 無 線 局 及 び

携 帯 移 動 業 務 の 無 線 局 の 無 線 設 備 の 送 信 装 置 は 、 次 の 各 号 に 定 め

る 条 件 に 適 合 す る も の で な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 携 帯 無 線 通

信 の 中 継 を 行 う 無 線 局 、 符 号 分 割 多 元 接 続 方 式 携 帯 無 線 通 信 を 行

う 無 線 局 及 び 符 号 分 割 多 元 接 続 方 式 携 帯 無 線 通 信 設 備 の 試 験 の た

め の 通 信 等 を 行 う 無 線 局 、 時 分 割 ・ 符 号 分 割 多 重 方 式 携 帯 無 線 通



 

割 ・ 符 号 分 割 多 重 方 式 携 帯 無 線 通 信 を 行 う 無 線 局 及 び 時 分 割 ・ 符

号 分 割 多 重 方 式 携 帯 無 線 通 信 設 備 の 試 験 の た め の 通 信 等 を 行 う 無

線 局 、 時 分 割 ・ 符 号 分 割 多 元 接 続 方 式 携 帯 無 線 通 信 を 行 う 無 線 局

及 び 時 分 割 ・ 符 号 分 割 多 元 接 続 方 式 携 帯 無 線 通 信 設 備 の 試 験 の た

め の 通 信 等 を 行 う 無 線 局 、 時 分 割 ・ 直 交 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式

携 帯 無 線 通 信 を 行 う 無 線 局 及 び 時 分 割 ・ 直 交 周 波 数 分 割 多 元 接 続

方 式 携 帯 無 線 通 信 設 備 の 試 験 の た め の 通 信 等 を 行 う 無 線 局 、 時 分

割 ・ 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 携 帯 無 線 通 信 を 行 う 無 線 局 及 び 時 分

割 ・ 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 携 帯 無 線 通 信 設 備 の 試 験 の た め の 通

信 等 を 行 う 無 線 局 、 シ ン グ ル キ ャ リ ア 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 携

帯 無 線 通 信 を 行 う 無 線 局 、 直 交 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 携 帯 無 線

通 信 を 行 う 無 線 局 及 び 直 交 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 携 帯 無 線 通 信

設 備 の 試 験 の た め の 通 信 等 を 行 う 無 線 局 、 Ｍ Ｃ Ａ 陸 上 移 動 通 信 を

行 う 無 線 局 及 び Ｍ Ｃ Ａ 陸 上 移 動 通 信 設 備 の 試 験 の た め の 通 信 等 を

行 う 無 線 局 、 デ ジ タ ル Ｍ Ｃ Ａ 陸 上 移 動 通 信 を 行 う 無 線 局 及 び デ ジ

タ ル Ｍ Ｃ Ａ 陸 上 移 動 通 信 設 備 の 試 験 の た め の 通 信 等 を 行 う 無 線

局 、 コ ー ド レ ス 電 話 の 無 線 局 、 時 分 割 多 元 接 続 方 式 狭 帯 域 デ ジ タ

ル コ ー ド レ ス 電 話 の 無 線 局 、 時 分 割 多 元 接 続 方 式 広 帯 域 デ ジ タ ル

コ ー ド レ ス 電 話 の 無 線 局 、 時 分 割 ・ 直 交 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式

デ ジ タ ル コ ー ド レ ス 電 話 の 無 線 局 、 Ｐ Ｈ Ｓ の 陸 上 移 動 局 、 Ｐ Ｈ Ｓ

の 基 地 局 、 Ｐ Ｈ Ｓ の 基 地 局 と 陸 上 移 動 局 と の 間 の 通 信 を 中 継 す る

無 線 局 及 び Ｐ Ｈ Ｓ の 通 信 設 備 の 試 験 の た め の 通 信 等 を 行 う 無 線

局 、 特 定 小 電 力 無 線 局 、 デ ジ タ ル 空 港 無 線 通 信 を 行 う 無 線 局 及 び

デ ジ タ ル 空 港 無 線 通 信 設 備 の 試 験 の た め の 通 信 等 を 行 う 無 線 局 、

デ ジ タ ル 特 定 ラ ジ オ マ イ ク の 陸 上 移 動 局 、 小 電 力 セ キ ュ リ テ ィ シ

ス テ ム の 無 線 局 、 小 電 力 デ ー タ 通 信 シ ス テ ム の 無 線 局 、 直 交 周 波

数 分 割 多 元 接 続 方 式 広 帯 域 移 動 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム の 無 線 局 及

び 直 交 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 広 帯 域 移 動 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム

の 無 線 設 備 の 試 験 の た め の 通 信 等 を 行 う 無 線 局 、 時 分 割 ・ 直 交 周

信 を 行 う 無 線 局 及 び 時 分 割 ・ 符 号 分 割 多 重 方 式 携 帯 無 線 通 信 設 備

の 試 験 の た め の 通 信 等 を 行 う 無 線 局 、 時 分 割 ・ 符 号 分 割 多 元 接 続

方 式 携 帯 無 線 通 信 を 行 う 無 線 局 及 び 時 分 割 ・ 符 号 分 割 多 元 接 続 方

式 携 帯 無 線 通 信 設 備 の 試 験 の た め の 通 信 等 を 行 う 無 線 局 、 時 分

割 ・ 直 交 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 携 帯 無 線 通 信 を 行 う 無 線 局 及 び

時 分 割 ・ 直 交 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 携 帯 無 線 通 信 設 備 の 試 験 の

た め の 通 信 等 を 行 う 無 線 局 、 時 分 割 ・ 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 携

帯 無 線 通 信 を 行 う 無 線 局 及 び 時 分 割 ・ 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 携

帯 無 線 通 信 設 備 の 試 験 の た め の 通 信 等 を 行 う 無 線 局 、 シ ン グ ル キ

ャ リ ア 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 携 帯 無 線 通 信 を 行 う 無 線 局 、 直 交

周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 携 帯 無 線 通 信 を 行 う 無 線 局 及 び 直 交 周 波

数 分 割 多 元 接 続 方 式 携 帯 無 線 通 信 設 備 の 試 験 の た め の 通 信 等 を 行

う 無 線 局 、 Ｍ Ｃ Ａ 陸 上 移 動 通 信 を 行 う 無 線 局 及 び Ｍ Ｃ Ａ 陸 上 移 動

通 信 設 備 の 試 験 の た め の 通 信 等 を 行 う 無 線 局 、 デ ジ タ ル Ｍ Ｃ Ａ 陸

上 移 動 通 信 を 行 う 無 線 局 及 び デ ジ タ ル Ｍ Ｃ Ａ 陸 上 移 動 通 信 設 備 の

試 験 の た め の 通 信 等 を 行 う 無 線 局 、 コ ー ド レ ス 電 話 の 無 線 局 、 時

分 割 多 元 接 続 方 式 狭 帯 域 デ ジ タ ル コ ー ド レ ス 電 話 の 無 線 局 、 時 分

割 多 元 接 続 方 式 広 帯 域 デ ジ タ ル コ ー ド レ ス 電 話 の 無 線 局 、 時 分

割 ・ 直 交 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 デ ジ タ ル コ ー ド レ ス 電 話 の 無 線

局 、 Ｐ Ｈ Ｓ の 陸 上 移 動 局 、 Ｐ Ｈ Ｓ の 基 地 局 、 Ｐ Ｈ Ｓ の 基 地 局 と 陸

上 移 動 局 と の 間 の 通 信 を 中 継 す る 無 線 局 及 び Ｐ Ｈ Ｓ の 通 信 設 備 の

試 験 の た め の 通 信 等 を 行 う 無 線 局 、 特 定 小 電 力 無 線 局 、 デ ジ タ ル

空 港 無 線 通 信 を 行 う 無 線 局 及 び デ ジ タ ル 空 港 無 線 通 信 設 備 の 試 験

の た め の 通 信 等 を 行 う 無 線 局 、 デ ジ タ ル 特 定 ラ ジ オ マ イ ク の 陸 上

移 動 局 、 小 電 力 セ キ ュ リ テ ィ シ ス テ ム の 無 線 局 、 小 電 力 デ ー タ 通

信 シ ス テ ム の 無 線 局 、 直 交 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 広 帯 域 移 動 無

線 ア ク セ ス シ ス テ ム の 無 線 局 及 び 直 交 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 広

帯 域 移 動 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム の 無 線 設 備 の 試 験 の た め の 通 信 等

を 行 う 無 線 局 、 時 分 割 ・ 直 交 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 又 は 時 分



 

波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 又 は 時 分 割 ・ シ ン グ ル キ ャ リ ア 周 波 数 分 割

多 元 接 続 方 式 広 帯 域 移 動 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム の 無 線 局 及 び 時 分

割 ・ 直 交 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 又 は 時 分 割 ・ シ ン グ ル キ ャ リ ア

周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 広 帯 域 移 動 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム の 無 線

設 備 の 試 験 の た め の 通 信 等 を 行 う 無 線 局 、 次 条 に 規 定 す る 無 線 局

及 び 簡 易 無 線 局 並 び に 総 務 大 臣 が 次 の 各 号 の 条 件 を 適 用 す る こ と

が 困 難 又 は 不 合 理 と 認 め て 別 に 告 示 す る 無 線 局 の 送 信 装 置 に つ い

て は 、 こ の 限 り で な い 。 

割 ・ シ ン グ ル キ ャ リ ア 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 広 帯 域 移 動 無 線 ア

ク セ ス シ ス テ ム の 無 線 局 及 び 時 分 割 ・ 直 交 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方

式 又 は 時 分 割 ・ シ ン グ ル キ ャ リ ア 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 広 帯 域

移 動 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム の 無 線 設 備 の 試 験 の た め の 通 信 等 を 行

う 無 線 局 、 次 条 に 規 定 す る 無 線 局 及 び 簡 易 無 線 局 並 び に 総 務 大 臣

が 次 の 各 号 の 条 件 を 適 用 す る こ と が 困 難 又 は 不 合 理 と 認 め て 別 に

告 示 す る 無 線 局 の 送 信 装 置 に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。 

一 ～ 三 （ 略 ）  一 ～ 三 （ 略 ）  

  

( 狭 帯 域 デ ジ タ ル 通 信 方 式 の 無 線 局 の 無 線 設 備) ( 狭 帯 域 デ ジ タ ル 通 信 方 式 の 無 線 局 の 無 線 設 備) 

第 五 十 七 条 の 三 の 二 狭 帯 域 デ ジ タ ル 通 信 方 式( 変 調 方 式 が 四 分 の π

シ フ ト 四 相 位 相 変 調 、 オ フ セ ッ ト 四 相 位 相 変 調 、 四 値 周 波 数 偏 位

変 調 、 一 六 値 直 交 振 幅 変 調 又 は マ ル チ サ ブ キ ャ リ ア 一 六 値 直 交 振

幅 変 調 で あ る も の を い う 。 以 下 同 じ 。) の 無 線 局 の 無 線 設 備 で あ つ

て 、 一 四 二 MH
z

を 超 え 一 七 〇 MH
z

以 下 、 二 五 五 MH
z

を 超 え 二 七 五 MH
z

以

下 又 は 三 三 五 ・ 四 MH
z

を 超 え 四 七 〇 MH
z

以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す

る も の は 、 次 に 掲 げ る 条 件 に 適 合 す る も の で な け れ ば な ら な い 。

た だ し 、 放 送 番 組 中 継 を 行 う 固 定 局 、 特 定 小 電 力 無 線 局 、 デ ジ タ

ル 空 港 無 線 通 信 を 行 う 無 線 局 及 び デ ジ タ ル 空 港 無 線 通 信 設 備 の 試

験 の た め の 通 信 等 を 行 う 無 線 局 、 小 電 力 セ キ ュ リ テ ィ シ ス テ ム の

無 線 局 、 海 岸 局 、 航 空 局 、 実 験 試 験 局 、 ア マ チ ュ ア 局 及 び 簡 易 無

線 局 並 び に 総 務 大 臣 が 次 に 掲 げ る 条 件 を 適 用 す る こ と が 困 難 又 は

不 合 理 と 認 め て 別 に 告 示 す る 無 線 局 の 無 線 設 備 に つ い て は 、 こ の

限 り で な い 。 

第 五 十 七 条 の 三 の 二 狭 帯 域 デ ジ タ ル 通 信 方 式( 変 調 方 式 が 四 分 の π

シ フ ト 四 相 位 相 変 調 、 オ フ セ ッ ト 四 相 位 相 変 調 、 四 値 周 波 数 偏 位

変 調 、 一 六 値 直 交 振 幅 変 調 又 は マ ル チ サ ブ キ ャ リ ア 一 六 値 直 交 振

幅 変 調 で あ る も の を い う 。 以 下 同 じ 。) の 無 線 局 の 無 線 設 備 で あ つ

て 、 一 四 二 MH
z

を 超 え 一 七 〇 MH
z

以 下 、 二 五 五 MH
z

を 超 え 二 七 五 MH
z

以

下 又 は 三 三 五 ・ 四 MH
z

を 超 え 四 七 〇 MH
z

以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す

る も の は 、 次 に 掲 げ る 条 件 に 適 合 す る も の で な け れ ば な ら な い 。

た だ し 、 特 定 小 電 力 無 線 局 、 デ ジ タ ル 空 港 無 線 通 信 を 行 う 無 線 局

及 び デ ジ タ ル 空 港 無 線 通 信 設 備 の 試 験 の た め の 通 信 等 を 行 う 無 線

局 、 小 電 力 セ キ ュ リ テ ィ シ ス テ ム の 無 線 局 、 海 岸 局 、 航 空 局 、 実

験 試 験 局 、 ア マ チ ュ ア 局 及 び 簡 易 無 線 局 並 び に 総 務 大 臣 が 次 に 掲

げ る 条 件 を 適 用 す る こ と が 困 難 又 は 不 合 理 と 認 め て 別 に 告 示 す る

無 線 局 の 無 線 設 備 に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。 

一 ～ 三 （ 略 ） 一 ～ 三 （ 略 ） 



 

２ ～ ３ （ 略 ） ２ ～ ３ （ 略 ） 

  

別表第一号(第 5条関係) 別表第一号(第 5条関係) 

周波数の許容偏差の表 周波数の許容偏差の表 

 

周波数帯 無線局 周波数の許容偏
差(Hz 又は kHz
を付したものを
除き、百万分率) 

1～4 （略） 

5 29.7MHz を
超え 100MHz
以下 

1 固定局、陸上局及び
移動局 (注 18、 19、
20、31) 

  

(1)～(2) （略）   

  2～7 （略）  

6 100MHzを
超え 470MHz
以下 

1 固定局(注 18、20、
22、31、44) 

  

(1)～(2) （略）   

  2～10 （略）  

7～9 （略） 
 

 

周波数帯 無線局 周波数の許容偏
差(Hz 又は kHz
を付したものを
除き、百万分率) 

1～4 （略） 

5 29.7MHz を
超え 100MHz
以下 

1 固定局、陸上局及び
移動局(注 18、19、20) 

  

(1)～(2) （略）   

  2～7 （略）  

6 100MHz を
超え 470MHz
以下 

1 固定局(注 18、20、
22、44) 

  

(1)～(2) （略）   

  2～10 （略）  

7～9 （略） 
 

注 注 

1～22 （略） 1～22 （略） 

23 放送中継を行う無線局の送信設備(注 31(7)に掲げるものを除

く。)に使用する電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する

値にかかわらず、次のとおりとする。 

23 放送中継を行う無線局の送信設備(注 31(8)に掲げるものを除

く。)に使用する電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する

値にかかわらず、次のとおりとする。 



 

(1)～(2) （略） (1)～(2) （略） 

24～30 （略） 24～30 （略） 

31 次に掲げる固定局、陸上局及び移動局の送信設備に使用する

電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわら

ず、次のとおりとする。 

31 次に掲げる固定局、陸上局及び移動局の送信設備に使用する

電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわら

ず、次のとおりとする。 

(1)～(6) （略） (1)～(6) （略） 

(7) 放送中継を行う無線局等の送信設備 (7) 放送中継を行う無線局等の送信設備 

ア （略） ア （略） 

イ 放送番組中継を行う固定局の送信設備 イ 放送番組中継を行う固定局の送信設備 

(ア) 54MHz を超え 68MHz 以下又は 162.05MHz を超え 169MHz

以下の周波数の電波を使用するもののうち、デジタル方式

のもの 10(10－6) 

 

(イ) 470MHz を超え 710MHz 以下の周波数の電波を使用する

もの 3kHz 

(ア) 470MHz を超え 710MHz 以下の周波数の電波を使用する

もの 3kHz 

(ウ )  3.456GHz を超え 3.6GHz 以下、 5.85GHz を超え

5.925GHz 以下、 6.425GHz を超え 6.700375GHz 以下、

6.719875GHz を超え 6.860375GHz 以下、6.867875GHz を超

え 7.125GHz 以下、7.425GHz を超え 7.571375GHz 以下、

7.584875GHz を超え 7.731375GHz 以下、10.25GHz を超え

10.45GHz 以下、 10.55GHz を超え 10.68GHz 以下又は

12.95GHz を超え 13.25GHz 以下の周波数の電波を使用する

もののうち、デジタル方式のもの 20(10－6) 

(イ )  3.456GHz を超え 3.6GHz 以下、 5.85GHz を超え

5.925GHz 以下、 6.425GHz を超え 6.700375GHz 以下、

6.719875GHz を超え 6.860375GHz 以下、6.867875GHz を超

え 7.125GHz 以下、7.425GHz を超え 7.571375GHz 以下、

7.584875GHz を超え 7.731375GHz 以下、10.25GHz を超え

10.45GHz 以下、 10.55GHz を超え 10.68GHz 以下又は

12.95GHz を超え 13.25GHz 以下の周波数の電波を使用する

もののうち、デジタル方式のもの 20(10－6) 

(エ) 6.700375GHz を超え 6.719875GHz 以下、6.860375GHz

を 超 え 6.867875GHz 以 下 、 7.571375GHz を 超 え

7.584875GHz 以下又は 7.731375GHz を超え 7.742375GHz 以

下の周波数の電波を使用するもののうち、デジタル方式の

(ウ) 6.700375GHz を超え 6.719875GHz 以下、6.860375GHz

を 超 え 6.867875GHz 以 下 、 7.571375GHz を 超 え

7.584875GHz 以下又は 7.731375GHz を超え 7.742375GHz 以

下の周波数の電波を使用するもののうち、デジタル方式の



 

もの 2(10－6) もの 2(10－6) 

ウ （略） ウ （略） 

(8)～(17) （略） (8)～(17) （略） 

32～55 （略） 32～55 （略） 

別表第二号(第 6条関係) 別表第二号(第 6条関係) 

第 1～9 （略） 第 1～9 （略） 

第 10 次に掲げる無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値

は、第 1 から第 4 までの規定にかかわらず、次のとおり指定す

る。この指定をする場合には、電波の型式に冠して表示する。 

第 10 次に掲げる無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値

は、第 1 から第 4 までの規定にかかわらず、次のとおり指定す

る。この指定をする場合には、電波の型式に冠して表示する。 

1 （略） 1 （略） 

2 放送番組中継を行う固定局の無線設備 2 放送番組中継を行う固定局の無線設備 

(1) 54MHz を超え 68MHz 以下又は 162.05MHz を超え 169MHz 以

下の周波数の電波を使用するもののうち、デジタル方式のも

の  96kHz 

 

(2) 470MHz を超え 710MHz 以下の周波数の電波を使用するも

の 5.7MHz 

(1) 470MHz を超え 710MHz 以下の周波数の電波を使用するも

の 5.7MHz 

(3) 3.456GHz を超え 3.6GHz 以下、5.85GHz を超え 5.925GHz

以下、 6.425GHz を超え 6.57GHz 以下、 6.87GHz を超え

7.125GHz以下、10.25GHzを超え 10.45GHz 以下、10.55GHzを

超え 10.68GHz 以下又は 12.95GHz を超え 13.25GHz 以下の周

波数の電波を使用するもののうち、デジタル方式のもの 

(2) 3.456GHz を超え 3.6GHz 以下、5.85GHz を超え 5.925GHz

以下、 6.425GHz を超え 6.57GHz 以下、 6.87GHz を超え

7.125GHz 以下、10.25GHz を超え 10.45GHz 以下、10.55GHz

を超え 10.68GHz 以下又は 12.95GHz を超え 13.25GHz 以下の

周波数の電波を使用するもののうち、デジタル方式のもの 

ア 64値直交振幅変調のもの 7.6MHz ア 64値直交振幅変調のもの 7.6MHz 

イ 直交周波数分割多重変調のもの 5.7MHz イ 直交周波数分割多重変調のもの 5.7MHz 



 

(4) 6.57GHz を超え 6.700375GHz 以下、6.719875GHz を超え

6.860375GHz 以下、7.425GHz を超え 7.571375GHz 以下、

7.584875GHz を超え 7.731375GHz 以下の周波数の電波を使用

するもののうち、デジタル方式のもの 7.6MHz 

(3) 6.57GHz を超え 6.700375GHz 以下、6.719875GHz を超え

6.860375GHz 以下、7.425GHz を超え 7.571375GHz 以下、

7.584875GHz を超え 7.731375GHz 以下の周波数の電波を使用

するもののうち、デジタル方式のもの 7.6MHz 

(5) 6.700375GHz を超え 6.719875GHz 以下、6.860375GHz を超

え 6.867875GHz 以下、7.571375GHz を超え 7.584875GHz 以下

又は 7.731375GHz を超え 7.742375GHz 以下の周波数の電波を

使用するもののうち、デジタル方式のもの 405kHz 

(4) 6.700375GHz を超え 6.719875GHz 以下、6.860375GHz を超

え 6.867875GHz 以下、7.571375GHz を超え 7.584875GHz 以下

又は 7.731375GHz を超え 7.742375GHz 以下の周波数の電波を

使用するもののうち、デジタル方式のもの 405kHz 

3 （略） 3 （略） 

第 11～第 65 （略） 第 11～第 65 （略） 

別表第三号～別表第六号 （略） 別表第三号～別表第六号 （略） 

別図第一号～別図第一号の二の二 （略） 別図第一号～別図第一号の二の二 （略） 

別図第一号の三（第 36条の３第１項関係） 

（図略） 

別図第二号（第 36条の３第１項関係） 

 （図略） 

別図第二号（第 37条関係） 

 

 

 

 搬送波の周波数からの差の絶対値

（｜⊿ｆ｜[kHz]） 
平均電力Ｐからの減衰量 

  

200kHz以上 300kHz未満 0.3×｜⊿ｆ｜-50dB以上 

 

0-100-200-300-400-500-600-700-800 100 200 300 400 500 600 700 800

搬送波の平均電力Ｐ

搬送波の周波数からの差 [kHz]

減
衰

量
[
d
B
]

-10

-20

-30

-40

0



 

300kHz以上 40dB以上 

注 搬送波の変調波スペクトルの許容値は、再送信を行う搬送波の

平均電力Ｐの際の入力信号Ａ及び搬送波の周波数から 200ｋHz 以

上離れた周波数の電波の信号（当該入力信号Ａと同一レベルの

も のに限る。）が受信装置に入力されたとき、この表の値とする

。 

 

別図第三号～別図第十九号 （略） 別図第三号～別図第十九号 （略） 

  

 


